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甲州市教育委員会 

 

 

 



第５回教育委員会 会議録 

 

 日 時  令和４年６月２３日（木）（午後２時から） 

 場 所  甲州市役所２階 第１会議室 

 

一 出席した委員は次のとおりである。 

  教  育  長   小 林 俊 彦     職 務 代 理   石 川 順 子 

委     員   永 田 清 一     委     員   加 藤 幸 夫 

 

一 欠席した委員は次のとおりである。 

  委     員   田 口 由 季 

 

一 出席した者は次のとおりである。 

  教 育 総 務 課 長  雨 宮 邦 彦     教 育 総 務 課 Ｌ  廣 瀬   剛 

  教 育 総 務 課 Ｌ  金 澤 祐 子     生 涯 学 習 課 長  飯 島   泉 

  生 涯 学 習 課 Ｌ  森   一 幸     指 導 主 事  岩 下 和 子 

  教 育 総 務 課 Ｌ  高 石 宏 満     事 務 担 当  望 月 仁 美 

   

一 欠席した者は次のとおりである。 

  指 導 主 事  那 須 栄 樹 

 

一 会議に付された案件は次のとおりである。 

日程第１ 教育長諸般の報告について 

日程第２ 議案第１２号 令和４年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について（非公開） 

日程第３ 報告第 ９ 号 甲州市学校支援地域ボランティア実施要綱の一部改正について 

 

 

  



教育長     ただいまから、甲州市教育委員会６月定例会を開催いたします。 

        本日の出席委員は３名で定数に達しております。本日の会議録署名委員に永田委員を指名いた

します。 

        それでは始めに、本日の会議の公開についてお諮りいたします。日程第２ 議案第１２号につ

きましては、審議内容に個人情報が含まれております。議案第１２号 令和４年度要保護及び

準要保護児童・生徒の認定については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第

７項ただし書きの規定に基づき、公開しないものとしてよろしいでしょうか。 

 

              「はい」の声 

 

教育長     ありがとうございます。では、本日の会議は日程第２を除いた部分のみ公開とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

それでは、議事日程に基づき、これより日程に入ります。 

        私のほうから、報告をさせていただきます。お手元にお配りしてあります、諸般の報告のとお

りであります。本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

 

              「なし」の声 

 

教育長     それでは、日程第１については、以上で終わらせていただきます。 

        日程第２ 議案第１２号 令和４年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について、に入り

ますが、これより非公開による審議といたします。 

 

                      【 非公開 】 

 

教育長     日程第３ 報告第９号 甲州市学校支援地域ボランティア実施要綱の一部改正について、教育

総務課長説明をお願いします。 

教育総務課長  それでは、甲州市学校支援地域ボランティア実施要綱の一部改正について説明させていただき

ます。資料の１番最後のページをご覧ください。要綱等の概要でございます。趣旨といたしま

しては、大和中学校統廃合に伴い、区域ごとに設置されているボランティアチームの名称を改

正する必要があることから、提案させていただくものでございます。要綱改正の背景でござい

ますが、地域の人材を学校支援ボランティアとして活用するための支援体制を構築し、教員の

子どもと向き合う時間の増加、住民等の学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活性化

を図り、もって児童、生徒の健全育成と教育環境の整備を推進するために制定された要綱でご

ざいます。令和３年度に条例改正を行い、本年４月から甲州市立大和中学校が甲州市立勝沼中

学校に統合されたことに伴いまして、区域ごとに設置されている支援ボランティアチームの名

称を変更するものでございます。具体的には要綱２ページの中ほどにございます、第９条の表

中に（５）として大和中学校区ボランティアチームというものがございましたけれど、今回の

統合に伴い削除することとなりまして、４月１日より運用しております。これによりまして、

先程、教育長が申し上げました、学校支援地域ボランティア事業の地域教育協議会を６月に開

催したところでございます。以上です。 

 

 

 



教育長     今の説明について、何かご意見ご質問ございますか。 

 

              「なし」の声 

 

教育長     それでは、次回 ７月教育委員会は７月２０日午前９時３０分から開催予定といたします。 

 

以上で本日の日程すべてを終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

 


